
重層的支援会議について

 重層的支援会議は、重層的支援体制整備事業による支援が適切かつ円滑に実施されるために開催する
ものであり、次の３つの役割を果たすものである。
・ プランの適切性の協議
・ プラン終結時等の評価
・ 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

 重層的支援会議においては、相談者本人に対する具体的な支援の提供方法等について協議するもので
あることから、協議の対象となるケースについては、個人情報について関係機関との共有を図ることにつ
いて本人同意を得ることとする。
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・個人情報の取扱については、取得・利用目的の
特定など予め活用のルールを定めておく。
・プランを作成するために必要な情報を重層的支
援会議において取り扱う場合に、その都度、本
人への同意をとることを必要としないよう、相
談受付・利用申込の際に、活用のルール等を説
明し、同意を得ておく。
・個人情報については、本人への支援のために必
要な場合に、会議構成員以外の関係機関等への
提供することも想定しておく。
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